
 

 
 

令和７年度履行状況調査の調査結果について 

 
令和８年３月 19 日 

公的研究費の適正な管理に関する有識者会議 
 
 
１．目的等  
  「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年

２月 15 日文部科学大臣決定）（以下「ガイドライン」という。）第７節に定める履行状況
調査は、機関におけるガイドラインに基づく体制整備・運用の状況について把握すること
を目的として実施する。また、ガイドラインにおいては、当該調査の結果、ガイドライン
に基づく体制整備・運用に未履行があると判断された機関に対して、所要の改善を促すた
め、管理条件の付与等の措置を講じることとしている。 

 

２．調査対象・内容等  

［調査対象］ 

 ○ 体制整備等自己評価チェックリストに基づき、抽出した優先度の高い機関（10 機関） 

 ○ ガイドライン改正（平成 26 年）の後に発生した不正使用事案のうち、令和６年３月

以降に報告があった機関（10 機関） 

合計 20 機関（別紙１） 

 

［調査内容］ 

 ○ 下記の「調査の観点」に基づき、履行状況調査の対象機関における、ガイドラインに基

づく体制整備・運用状況について確認を行った。 

 

［調査の観点］※調査の観点は、体制整備等自己評価チェックリストのチェック項目に対応 

① 競争的研究費等の運営・管理に関わる責任体系の明確化、監事に求められる役割の明確

化 

② コンプライアンス教育・啓発活動の実施（関係者の意識の向上と浸透）、ルールの明確

化・統一化、職務権限の明確化、告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及

び運用の透明化 

③ 不正防止計画の推進を担当する者又は部署の設置、不正を発生させる要因の把握と不

正防止計画の策定及び実施 

④ 研究費の適正な運営・管理活動（予算執行状況の把握、物品・役務の発注・検収、非常

勤雇用者の雇用管理、出張に伴う経費の支払い） 

⑤ 情報発信・共有化の推進（相談窓口の設置、競争的研究費等の不正への取組に関する機

関の方針等の公表） 

⑥ モニタリングの在り方（不正発生要因の分析、監査計画の立案、専門的知識を有する者

の活用、内部監査の実施、リスクアプローチ監査の方法） 

 

［調査体制・方法］ 

 ○「公的研究費の適正な管理に関する有識者会議」において、各対象機関が提出した調 

 査報告書及び過去３年間の内部監査結果等に基づき、「書面調査」を実施した。 

 ○調査の過程において、ガイドラインに基づく体制整備・運用に係る具体的な取組事例の



 

提示などの助言を行い、各対象機関における取組の改善を促した。 

 

 

３．調査経過  

令和７年 ３月 24 日    履行状況調査実施方針の審議・決定 

  令和７年度履行状況調査対象機関の審議・決定 

      ３月 31 日  履行状況調査対象機関に対して通知文書を発出 

      ５月 30 日   履行状況調査対象機関の調査報告書等提出期限 

      ６月 １日～  書面調査を実施 

 

４．調査結果の総合所見 

 ○ 対象の 20 機関については、ガイドラインの要請事項に対し、概ね適正な体制整備・運

用状況となっていることを確認した。なお、一部機関においては、体制整備等の不備が

あり、指摘等を行っているところであるが、これらについては今年度中に規程改正等、

機関内において所要の対応が取られたことを確認するため、３月まで引き続きフォロ

ーアップを行う。この確認完了をもって、ガイドラインの要請事項に対し、適正な体制

が整備されたとする。 

 

 ○ 本調査においては、 

調査の観点④ 非常勤雇用者の雇用管理、出張に伴う経費の支払体制の強化 

調査の観点⑤ 相談窓口の体制整備 

調査の観点⑥ 不正発生要因の分析の工夫、監事や外部有識者の活用を通じた内部監 

査体制の充実 

など、多くの対象機関で機関の規模や特性に応じた実効性のある取組が見られた。 

  

 ○ また、ガイドラインの要請事項のうち、 

調査の観点① 機関内の責任体系の明確化 

調査の観点③ 不正に係る調査の体制・手続等の規程整備 

調査の観点④ 発注・検収業務に関する体制整備 

調査の観点⑤ 適切な情報発信 

など、一部履行に向けた取組が必ずしも十分でない対象機関もあったが、改善 

を促した結果、改善に向けた取組が確認できた。 

 

 ○ 今後も、引き続き、各対象機関において公的研究費の管理・監査体制について一層の整

備を進めるとともに、その運用実態・効果等を点検・評価し、所要の見直しを行いつつ、

更なる改善を図っていくことが求められる。 

 

 ○ 個別の調査結果については、別紙２のとおり。 
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